
様式第1－2号

使i宝夏目 ｻｰﾁｷー 支出証拠書（各種団体会費）
師1－｢UT5~m

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・佐野愛子）

※按分による支出がある場合は、按分の理由、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれ

ぞれ該当欄に記入すること。

華理番号 き－／

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者

経費項目 冒 ･研修費

内 容 令和2年度会費藤枝心愛会

年月 日 令和2年5月3日～令和年 月 日 金額 4,000円

会の趣旨．

目 的 精神障害者及びその家族に対して、精神保健福祉活動ならびに社会活動の支援を行う

会の活動

内容等 全の極言澆吐､シlr垣*Iﾄﾈ+今の皇芝唄峠毒茸r才届涯罰1

政務活動．

県政との

関連性

障害に対する正しい理解と支援をすすめ、福祉社会の実現に注力する
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金4,000.円也

但し令和2－年度藤枝心愛会会費
■■－－－一一＝白一一一一一一一一一一

令和 年 月 日 NPO法人精神保健福祉

理事長 小野清子

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

4,000円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

4,000円



0． 里

特定非営利活動法人精神保健福祉藤枝心愛会定款

第1章総則

（名称）

第1条この法人は、特定非営利活動法人精神保健福祉藤枝心愛会という。

（事務所）

第2条この法人は、主たる事務所を静岡県藤枝市高柳2丁日6番10号に置く。

第2章目的及び事業

（目的）

第3条この法人は､精神障害者の家族及び本人に対して､精神保健福祉活動並びに社

会活動の支援に関する事業を行い、市民として協働出来る福祉社会の実現に、

寄与することを目的とする。

（特定非営利活動の種類）

第4条この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法（以下「法」

という｡）第2条別表のうち、次に掲げる活動を行う。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援

助の活動

（事業）

第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係る事業

①障害者及びその家族に対する相談・支援に関する事業

②障害者支援団体に対する助成事業

③障害者に関する広報・啓発事業

④障害者と地域住民との交流事業

⑤その他目的達成の為に必要な事業

第3章会員

（種別）

第6条この法人の会員は、正会員をもって法上の社員とする。

（1） 正会員

この法人の目的に賛同して入会した個人

（入会）

第7条正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。

（1） 家族に精神障害者のある人又は精神衛生福祉等の活動に理解があり参加



しようとする人

（2） 総会に出席し、年会費を納入すること。

2正会員として、入会しようとするものは、理事長が別途に定めるに入会申込

書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げ

る条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなけれ

ばならない。

3理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面

をもって本人又は法人等にその旨を通知しなければならない。

（入会金及び会費）

第8条正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

（会員の資格の喪失）

第9条正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、又は遠隔地に転居したとき。

(3)正当な理由なく継続して会費を3年以上滞納したとき。

(4)除名されたとき。

（退会）

第10条正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会する

ことができる。

（除名）

第11条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、その会

員を除名することができる。

(1)法令及びこの定款等に違反したとき。

（2）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2前項の規定により会員を除名しようとするときは、総会の議決の前に、弁明

の機会を与えなければならない。

（拠出金品の不返還）

第12条既に納入した、会費及び他の拠出金品は、返還しない。

第4章役員及び職員

（役員の種別及び定数）

第13条この法人に、次の役員を置く。 ・

(1)理事長 1人

(2)副理事長 1人

(3)理事（理事長及び副理事長を含む｡） 14人以内

(4)監事 2人

（役員の選任等）

第14条理事及び監事は、総会において選任する。



2理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。

3監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

4法第20条各号のいずれかに該当する者は､この法人の役員になることができ

ない。

5役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内

の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以

内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

（役員の職務）

第15条理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。

2副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるときはそ

の職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

3理事は、理事会を構成し、 この定款の定め及び理事会の議決に坐づき、 この

法人の業務の執行を決定する。

4監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

（2）この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行

為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場

合には、これを総会又は静岡県知事に報告すること。

④前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を

述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

（役員の任期等）

第16条役員の任期は、2年とする。ただし、役員は、再任されることができる。

2補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間

とする。

3前2項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、第

1項で定めている任期の末日後最後の総会が終結するまでその任期を伸長す

ることができる。

4役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するま

では、その職務を行わなければならない

（役員の欠員補充）

第17条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞

なくこれを補充しなければならない。

（役員の解任）

第18条役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その役

員を解任することができる。

(1)心身故障の為、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。



解任の2前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、 f

議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

（役員の報酬等）

第19条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができ

2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することがで：

3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

（職員）

第20条この法人に、事務局長その他の職員を置く。

2職員は、理事長が任免する。

その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

第5章総会

（総会の種別）

第21条この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

（総会の構成）

第22条総会は、正会員をもって構成する。

（総会の権能）

第23条総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

④事業計画及び活動予算の決定

(5)事業報告及び活動決算

(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7)会費の額

（8）借入金（その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く｡）

(9)事務局の組織及び運営

（10)その他この法人の運営に関する重要事項

（総会の開催）

第24条通常総会は、毎年1回開催する。

2臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（1）理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

（2）正会員数総の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面に

より招集の請求があったとき。

（3）第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

（総会の招集）

第25条総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、

その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。



3総会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を示した書面

等により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

（総会の議長）

第26条総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

（総会の定足数）

第27条総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができな

い。

（総会の議決）

第28条総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知した

事項とする。

2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数を

もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員

の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の

社員総会の決議があったものとみなす。

（総会の表決権等）

第29条各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知され

た事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を

委任することができる。

3前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用について

は、総会に出席したものとみなす。

4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に

加わることができない。

（総会の議事録）

第30条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。

（1）日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、

その数を付記すること｡)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には議長のほか、会議に出席した正会員のうちから、当該会議において

選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

3前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたこと

により、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載し



た議事録を作成しなければならない

(1)社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2)前号の事項を提案した者の氏名又は名称

(3)社員総会の決議があったものとみなされた日

④議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名

第6章理事会

（理事会の構成）

第31条理事会は、理事をもって構成する。

（理事会の権能）

第32条理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

‘ (3)事業計画の変更及び活動予算の変更

（4）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（理事会の開催）

第33条理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招

集の請求があったとき。

(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

（理事会の招集）

第34条理事会は、理事長が招集する。

2理事長は、前条第2項及び第3号の規定による請求があったときは、その日

から20日以内に理事会を招集しなければならない。

3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を示した書

面等により、少なくても5日前までに通知しなければならない。

（理事会の議長）

第35条理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

（理事会の決議）

第36条理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によりあらかじめ通知し
た事項とする。

2理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の

決するところによる。

（理事会の表決権）

第37条各理事の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知され



た事項について書面をもって表決することができる。

3前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、

理事会に出席したものとみなす。

4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に

加わることができない。

（理事会の議事録）

第38条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら

ない。

（1） 日時及び場所

（2） 理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者又は表決委任者がある

場合にあっては、その数を付記すること｡）

（3）審議事項

（4）議事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会議において

選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第7章資産及び会計

（資産の構成）

第39条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された財産

(2)会費

(3)寄付金品

④資産から生ずる収益

(5)事業に伴う収益

(6)その他の収益

（資産の区分）

第40条この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

（資産の管理）

第41条この法人の資産、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長
が別に定める。

（会計の原則）

第42条この法人の会計は､法第27条各号に掲げる原則に従って､行うものとする。

（会計の区分）

第43条この法人の会計は、 特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

（事業計画及び活動予算）

第44条この法人の事業計画及び活動予算は、理事長が作成し、総会において議決を
経なければならない。



（暫定予算）

第45条前条の規定にかかわらず､やむを得ない理由により予算が成立しないときは、

理事長は､理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ

て収益費用を講じることができる。

2前項の収益・費用は、新たに成立した予算の収益・費用とみなす。

（予備費の設定及び使用）

第46条予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることがで

きる。

2予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

（予算の追加及び更正）

第47条予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定

予算の追加又は更正をすることができる。

（事業報告及び決算）

第48条この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関

する書類は､毎事業年度終了後､速やかに､理事長が作成し､監事の監査を

受け、総会において、議決を経なければならない。

2会計の決算上、余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構

成員に分配してはならない。

（事業年度）

第49条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

□

第8章定款の変更、解散及び合併

（定款の変更）

第50条この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の4分

の3以上の多数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項

を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

（1）目的

(2)名称

(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種

類

(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁変更を伴うものに限る）

(5)社員の得喪に関する事項

(6)役員に関する事項（役員の定数に関する事項を除く）

(7)会議に関する事項

（8）その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関す

る事項

(9)解散に関する事項（残余財産の帰属すべき事項に限る）



（10)定数の変更に関する事項

（解散）

第51条この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

（2）目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠乏

④合併

(5)破産手続き開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3

以上の承認を得なければならない。

3第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければなら

ない。

4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる

ロ

（残余財産の帰属）

第52条この法人が解散(合併又は破産による解散を除く｡）したときに残存する財産

は､法11条第3項に掲げる者のうち､社会福祉法人心愛志太に譲渡するもの

とする。

（合併）

第53条この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以

上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章公告の方法

（公告の方法）

第54条この法人の公告は、 この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して

行う。 ただし､法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、

この法人のホームページに掲載して行う。

第10章雑則

（細則）

第55条この定款の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定

める。

附則

l この定款は、この法人の成立の日から施行する。



2 この法人の正会員の設立及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額と

する。

（1） 会費 年額 4,000円

3 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別

紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、 この

法人の成立の日から平成19年3月31日までとする。

4この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設

立総会の定めるところによる。

5 この法人の設、立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、この法人の成

立の日から平成18年3月31日までとする。

6平成26年4月24日改正

平成29年4月25日改正



これは、特定非営利活動法人精神保健福祉藤枝心愛会の定款に

相違ありません。

平成29年4月25日

特定非営利活動法人精神保健福祉藤枝心愛会

理事 小野清子



様式第1－2号

f麺金項目 サーチキー
支出証拠書（各種団体会善）

WZ1－｢UT5~m
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・佐野愛子）

※按分による支出がある場合は、按分の理由、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれ

ぞれ該当欄に記入すること。

虜

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 冒鋤･研修費

内 容 令和2年度会費 精神障害者スポーツ推進協議会

年月 日 令和2年5月3日～令和年 月 日 金額 1,000円

会の趣旨．

目 的 精神障害者及びその家族に対して、嶽申保健福祉活動ならびに社会活動の支援を行う

会の活動

内容等 今の趣旨か＆､ルIF垣*Iﾄﾈ+今の…ルア琴丘』ずス涯蜀T

政務活動．

県政との

関連性

障害に対する正しい理解と支援をすすめる

＜面貝JM書倶白河ｲギン

※添付書類:団体の会則､ ・事業概要・その他（定款、 ）

にかかる

領収書金額(a)

1,000円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

1,000円
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総会次第
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13時‘30分～
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司会､ ’… ；~〆
開会のことば
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理事長挨拶:〆堯。
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議長選出
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令和年度事業報告 ‘

令和元年度決算報告及び監査報告

令和2年度事業計画(案）

令和2年度予算(案）

7． 閉会のことば
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『

第1号議案

令和元年度事業報告
苧坪

耳一

精神障害者やその家族の心の支えであることを基本に捉え活動した
●

号 、 ． 贈 ボ - 縛 ㎡ "

1.会員の支え合い､学び合い

（')｢相談活動｣｢懇談事業｣｢第9回家族轄会｣を行い会員･地域家族などに"元気の出る場･話せる
場･裳びの場"を提供した｡ ＝ﾙW" 象 : : ｣ i"

ゞ:鱒懸震蕊驫騨鷺競蓋裳露薫藍鑿縮簾蜂
5回)｣を発荷隣'鱗提供したp， ．」 ゞ : ” ；

守 ， P

(4)『懇談事業｣｢講演会｣などにより､会員や地域家族に｢障害竿金｣｢成年後見人制度｣｢訪問看護」

‐｢当事者との係り方jなどの情報を提供できた6 “ ： 《" 1 ，:

(5)一部実施できないバザｰも話ろだがﾐ新茶崇麺販売､資源回収など福祉事業を積極的に行っ漁

2.社会活動(対外的な活動）

遅れている｢地域医療保健福祉の向上｣『精神障害者への地域の理解｣に努めた｡ ‘

（1） ｢親亡き後｣や｢ひきこもり｣など､当事署識が持つ｢医療生活問題｣たついて講演会などを実施
し課題を話し合ったb､ - _… ､ - ” ……

(2)｢講演会への参加｣｢広報活動の充実｣｢福祉事業の活用｣『関篠団体との連携｣などにより､精禅障
‘ " . ‘ 鳥ぐ ､ ‘ ，"（ 繼 ､‘篭′

害者への地域の理解を進めた6 =…．
雪¥ 鴬一 :! -{: ･ _:j," :; 々 、-？ － ， ’ ‘

3.関係団体との連携と交流 一 一 ． ‘ 蕊、 、 ・
(1)社会福祉法人心愛志太の事業所への事業に協力した｡

､§ ! ： 剣。 、

特に『藤枝第三心愛建設資金｣として､会員58名の募金より727千円､基金会計より323千円、
＝'' ‘ i

合わせて105万円を令和元年12月に心愛志太へ寄付しました。 ．
" '零 ．’ '： ．《 , ､ ． ： ､

(2)静岡県精神保健福祉会連合会､焼津藤枝2市心愛連絡会､”4家族会や他の福祉団体との
連携を図ったd …－ －．

~

4.組織の強化“……

○｢家族学習会｣実施などにより､会員数の増加を進めた。

○ホームページの更新(毎月)を進めた｡ ＝ 、

○収入の増加と支出の効率化を進めた｡“ ． ”
､ ､ ､ ， 可

串や

“

1
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少も

令和2年度活動予算書(案）第4号議案
(単位:円）

~

※科目間の流用を認める。

22

1 4 科 目 予算額(a) 前年度予算額(b)
ユ ■域

増減(a-b) 備考

I収入の部
1．会費収入

①心愛会会費
②スポーツ推進協議会会費

2．事業収入

-③そうめん販売
④新茶販売
⑤バザー
⑥資源回収
⑦一円玉募金 ‘
⑧家族による家族学習会
⑨みんなねっと誌

3．補助金､寄付金収入その他
⑩市旦社協｡県連合会･全国連合会

⑪寄付金 その他
⑫基金会計から繰入

495,000

440,000

55,000

818,000

150,000

135,000

300,000

80,000

40,000

5,000

108,000

177,000

117,000

60,000

0

553,000

488,000

65,000

843,000

150,000

135,000

300,000

100,000

40,000

10,000

108,000

177,000

117,000

60,000
0

０
０
０
０

０
０
０
０

０
０
０
０

３
，
ｒ
，
Ｊ

８
８
０
５

５
４
１
２

０
０
０

-20,000
0

-5,000

０
０
０
０
０

①122名→②110名

①65名→②55名

第一､第二心愛他

ｱﾙﾐ缶､古紙回収

参加者テキスト代

36冊×3,000円

当期収入合計(A) .L 1,490,000 1,573,000 -83,000

前期繰越収支差額 271,388 169,257 102,131

収入合計 (B), 1.761.388 1．742．257 19．131

皿支出の部

1．事業費 〃

(1)障害者及び家族に対する相談､支援
①相談事業(電話相談含む｡）
②懇談事業

； 、③家族による家族学習会
④研修会参加費補助
⑤クリスマスプレゼント

(2)障害者支援団体に対する負担､助成
⑥県精神保健福祉連合会納付金
⑦(福)心愛志太､同後援会･心愛連絡会
⑧ｽﾎﾞｰﾂ推進協議会会費､社協会費

(3)障害者に関する広報,啓発,地域交流
⑨会報発行
⑩見学会､講演会､啓発､交流参加

⑪そうめん購入(仕入）
⑫新茶購入(仕入）
⑬バザー関連
⑭みんなねっと誌購入
⑮資源回収運営

2.管理費
(1)会議費
⑯総会
⑰役員会

(2)⑱事務費
(3)⑲慶弔､交際費
3．その他

(1)⑳貸付金
(2)、基金会計へ繰入
(3)⑳予備費

1,281,000

＆373,000
48,000

90j000

85,000

70,000

80,000

260,000

132,000

65,000

63,000

648,000

80,000

40,000

127,000

90,000

155,000

108,000

48,000

265,000

145,000

125,000

20,000

60,000

60,000

15,000

０
０

15，000

1,333,000

363,000

48,000

80,000

85,000

70,000

80,000

296,000

147,000

71,000

78,000

674,000

80,000

50,000

127,000

90,000

155,000

108,000

64,000

275,000

145,000

125j000

20,000

60，000

70,000

15,000

0

15,000

－52，000

10,000
．0

10，000

０
０
０

-36,000

-15,000

-6,000
０
０

０
０

０
０

，
７

５
６

１
２

0

-10,000

０
０
０
０

０
０

０
０

０
０

，
９

６
０

１
１

０
０
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全国･ブロック大会他

対象者数67人

110名×1,200円
連絡会(110名×500円）

スポ協60,000円

しんあい交信､心愛会だより

36冊×3,000円

就労作業所へ分配

当期支出合計 (C) 1,561,000 1,623,000 -62,000

当期I又支差額(A-C) -71,000 -50,000 -21,000

次期繰i塗収支差額(B-C) 200,388 119,257 81，131



様式第1－1号

使圃金項目 サーチキー
支出証拠

｢7~｢§~｢う]－｢りToT司
書

（会派名･議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

整理番号 ざ-3

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ② 経理担当者

経費項目 調蕊職費研修費広聴醗費嬬開識:鱸会藷鮮鵬鐙鮮陶費穆事瀞費人件費
内 容 自動車リース代（令和2年5月分）

年月 日 令和2年5月7 日～令和年 月 日 金額 28,998円

目的

使途

政務活動・

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

*月額リース料金（68,726円）から重量税､任意保険料等政務活動費対象外経費を

除いた金額（57,996円）に1/2を乗じた額を充当する

計算根拠令和2年4月証拠書(整理番号6）参

で按分

領収書金額(a)

57,996円

按分率(b)

1／2

政務活動費支出額(a×b)

28,998円
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様式第1－1号

鰯
決
裁

震
‘田

経理担当者会派代表者

使途項目 ｻｰﾁｷｰ 支出証拠書
｢7｢F｢D-｢51~D1~Z1

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

経理責任者

経費項目 癖f嶺･研修費｡広聴鰯費.鋳輔誇嗣債.会議.資料作成費.資繩静費.事務費.鰯.人件費

内 容 事務所上下水道料金（令和2年5月請求分）

年月 日 令和2年5月7日～令和年 月 日 金額 2,442円

目的

使途

政務活動。

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞
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政務活動､後援会活動で

使用のため

領収書金額(a)

4,884円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

2,442円
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参考までに、前年同月の使用水量は＝ 9 m3でした。

令和2年
使用期間

口座振替日

分
群
群

4月

令和

！

ら令和2年4月3日まで
面一喝

2月4日か

令和 5月7日I

I

（税込み》 ｜‐ ：

｜ 次回口座振替日令和2年5月7日。

‘ 口座振替の方以外は、後日納付書を送付します｡｜

_奎尋琴垂菫竺坐三幽呈 ゞzノ
本票は請求書ではありません。

I

（税込み）

上記の金額を口座から振替させていただきました。 .‘息．

’､

〆

"L&面 負 ~惑 串 鈴､

薙激K栓
一匂尤、" 、＝， ，恥 r f邨当督募識

順路番号 メータ番号 口径
■■■■■
■■■■■■■■ ■■■AO4謂一O04ROR-OOO OO,94-,-,9 0'0mⅢ

設置場所・使用者氏名

青木2丁目18番3号

アオキビルB C-1

5,じの<に県民クラブ藤枝佐野愛子事務所様

ご指定の振替口座

金融機関名
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

口座1番号 ＊＊＊＊＊＊＊ 種別 ＊＊＊＊

口座名義人 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 、

篭球穫蕃票鐵 順路番号 メータ番号 口径 。

■■■■■■■n425-nO4ROR-000､ OO,94-'-1乳， 010.mm

使 用 者 氏 名

5，じのくに県民クラブ藤枝“佐野愛子事務所

様

今回指針 112

前回指針（－） 111

旧メータ使用水量(＋） 、
3

使用水量 2m3

使用水量
、 ’ m3

上水道料金 '684円凡

下水道使用量 2m3

下水道使用料 2，200円
督促手数料《 0円

振替済合計金額 4,884円

上水道料金 2,684円

下:水道使用料 2，200円
軋奄 や

請求予定金額 4,884円



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠

｢7TF｢a-m｢罰
書

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ㈲ 経理担当者 ■■

経費項目 島艫研ｦ蹟･研修費･広聴広報費･蕊繍誇爾漬･会議｡資料侑鑪･資膿購入費･霧･蒻翻漬･人件費

内 容 享鑛所ファックス通信料

年月 日 令和2年5月11日～令和年 月 日 金額 3,100円

目的

使途

関連性

く領収書貝占付枠＞
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按分の理由

政務活動と後

で使用のため

援会活動

領収書金額(a)

6,201 円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

3,100 円
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下記、ご利用料金病、庫振替により領収いたしました。

Thefollowingamountwastr3nsfer尼dfromyoura仁Count.(2020年4月26日発行）
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※振替日に振替が出来なかった蝿合は延滞利息を加算させていただく塘合があります｡

※口座振替をご利用のお客様で、振替日に振蓄ができなかった鰯合は、原則、振瀞日から
起算して15日後に再度振替させてい誌だきます。
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操＝ 藍露

鷺渉＃
参篭綴翼

薄孟噛

#蕊蕊鍵蕊蕊認蕊灘蕊芦

NTTファイナンス株式会

駕〒108-0075

東京都港区港南1－2-70

印紙税申告納

付につき芝

税務署承認済

【NTTファイナンスからのお知らせ】一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
***NTTグループ各社ご請求金額＊＊＊
NTT西日本分ご請求額 6, 201円
（合計) , 6, 201円詳細については、 「ご請求内訳」をご覧ください。

***NTTファイナンスからのお知らせ＊＊＊

2018年11月ご請求分より、奇数月のご請求額が5, OOO円未満の場合は翌月に2ヶ月まとめてご鯛求しております。

***NTT西日本からのお知らせ＊＊ヰフレッツ光の割引サービス（光もっともっと割、Web光もっともっと割、
ど－んと割、ど－んと学割、光はじめ割）は割引契約期間満了時に契約が自動延伸されます。自動延伸をご希望されない場合は
NTT西日本へご連絡が必要です。割引適用期間中（自動延伸後を含む）に本割引サービスを解約された場合、解約金が
発生する場合があります。なお、割引適用期間の満了月とその翌月に解約した場合には解約金は発生いたしません。
詳しくはNTT西日本フレッツ公式サイト [hjt tp://f lets-w.. com/War i/]でご確認ください。
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※睡話のご注文･お問合せは「116｣へ(無料)／挽帯遜話からは0800－20001

16へ(無料）

※電話の故障は「113｣へ(無料)／携帯電話からは0120－444113へ(無料）

※フレッツ･ひかり電話:0120－116116へ(無料)／故障：0120－248995
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※弊社分館求額のうち、料金回収代行分は､NTTファイナンスへ請求事務を委託してい
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様式第1－1号

侭室項目 サーチキー
支出証拠書

刑]一応~｢5Tgl
（会派名。議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

J| I
政務活動を通じて得た様々な情報を広く伝えることができる

卦
政務活動．

県政との

関連性 I'

'1
I

ご利用明細票

’

〆

ましてありがとうございました。

うちよ銀行一
ご利用いただき

画……＝ゆ

…Lf に 遮鴛苧幽
※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである 49,720円49,720円

記入すること。

麹鐇号 よ－台

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者

経費項目 調酎形蹟･研修費･広総R費･霜謝誇鹿績･会議費･資料侑媛･資*購入費･事務費･詞翔漬･人件費
､

内 容 FMしまだコーナー料及び送金手数料

年月 日 令和2年5月15日～令和年 月 日 金額 49,720円

‐ 目的
定期的に県政、地域情報を報告する

使途
令和2年4月分コーナー料及び送金手数料

く領収書貼付枠＞

お取扱日 #･店番 お取引内容

02－05－15 003 通帳送金

記 署 ■■

E。

*＊＊＊＊ ■ ■■■■■■■■■■■■

取扱番号 お取引金額、

NO56 ＊49，，500

島田本店営業部

普通 916955

力）エフエムシマタ

送金料金

小

ﾉ‘

*220円＃
振込予定日02－05－15

ｻノアイコ



〒426-0132

静岡県藤枝市本郷286

御請求書
2020年4月30日

No. 607

佐野愛子 様

株式会社FM島田

代表取締役社長八木

〒427-0042

島田市中央町5番の1

TEL:0547-34-1765

2020年4月度 3F

FAX:0547-34-5700
期間2020/04/01～2020/04/30I

ご請求額 ¥49,500

<お振込み先＞

島田掛川信用金庫島田本店営業部

普通0916955

株式会社FM島田

上記の通りご請求申し上げます。

来月末迄にお振込みをお願い致します。

※振込手数料は貴社ご負担にて

お願い申し上げます。

費 目 請求金額 備 考 ．

コーナー料 45,000

小 計 45,000

消費税等 (10.0%) 4,500

合 計 ¥49,500



様式第1－1号

使途項目 サーチキー 支出証拠書

叩~｢]－…
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

‐
』
■
４
８
ケ
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９
Ｆ
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申
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ｌ

巽
夢
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Ｑ
Ｆ
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ｉ
里
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＄
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０
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４
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酬
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１
ｊ
」
二

“
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、
里
心
も
伽
０
０
』
。
Ｂ
も
■
■
！
■
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。
□
Ｕ
１
６
■

6

ﾃﾞﾝﾘｮｸ） 電気 10,917(ﾁｭｳﾌﾞ

＄

受て)政務活動霄の支出籠篭ケ測色と兵喧〕文、刀。‘

記入すること。

整理番号 時－7

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ② 経理担当者

経費項目 藩f嬢･研修費･広聴醗費.嬬辮鞠鋤費.会議.資isll情成費.資*朧入費･事務費･鋪･人件費

内 容 事務所電気料伶和2年5月請求分）

年月 日 令和2年5月19日へ令和年 月 日 金 額 5,458円

目的

使途

政務活動

県政との

関連性

按分の理由

政務活動､後援会活動で

使用のため

領収書金額(a)

10,917円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

5,458円
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領収証の再発行はできませんので大切に保管してください｡証明言の発行には､別途手数料がかかりま欽・ ：月分、金額を修正したものは無効でございます。 ‘

｜中部電力ﾐﾗｲズ株式会社

◎ごあんない

◎おこ!とわ･り

作成地名古屋市東区、駈町

秘1サ 、今．§錘 、てご覧ください。
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様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠

｢7｢§m－囮Tﾜ、
書

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

、

房 口
i U , .

ご利用 細票
起

明

'

ざいました。ご利用いただきましてあり

－ゆうちよ
"･ ,延 則 筐

－

’

※按分による支出がある場合は、領収毒の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。 ､

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 識藪冊繧.研修費.広聴騨費.蕊談艤漉績.会議･"3II蔵墳.資轤入費.事溌費.鰯.人件費

内 容 令和2年6月分事務所賃借料及び送金手数料

年月 日 令和2年5月26日へ令和 年 月 日 金額 50,220円

目的

使途

お取扱日慰 ’，店番 お取引内容

02-05と26 003 通帳造 i金

記 モ 毒 」
■
■
一
屯

****＊■■ ■■■■■■■■■■ l■■■■

取扱番号 お取引金額

NO55 *100,000

■■■■ ■ 巳P■●い■● C● ■●■■ ■ ■■■
D ●●■ 0■ U■g■ ■■｡ ■●巳●■g■ ■
■ ■■b■｡■be 、■O■■■●■■■●■

、 ●aq ■■■●●■■■■ ■p■■ ■｡ ■ ■
■■甲●●P ■ ■■■｡■●■■■｡｡ ■隼■

ロ ■ ■ ■ ■ ■ ■●●● U凸｡ ■■■■ ■● ■ ■
一

高残

■■
清水銀行

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

藤枝駅西支店

普通 2215815

力）マルトシアオキ

送金料金 ＊440円‘
振込予定日02-05-26灘
ｻノアイコ

1凸

按分の理由

政務活動、後援会活動

で使用のため

‐領収書金額(a)

100,440円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

50,220円



様式第1－1号

使i宝夏目 サーチキー
支出証拠書

斤｢FT司一応｢5｢引
（会派名。議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

〆

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

整埠杳号

決
裁 会派代表者 経理責任者 ② 経理担当者 ■■

経費項目 鑓聯繧研修費風雛報費薙鳳需溺潰会議費鮮w賊費資I樵磧曾事翻費人件費
内 容 携帯電話料、及びモバイル通信料（令和2年4月請求分）

年月 日 令和2年夕月Z7日～令和年 月 日 金額 7,947円

目的

使途

政務活動。

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

料金合計額 ｹｰﾀｲ補償ｻｰﾋﾞｽ利用料十端末分割代金

19,067-（380円×1.1＋2,754円） ×1/2＝7,947円

と私用で按分

領収書金額(a)

15,895円

告〃［悪

､メノJ＝ K(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

7,947円
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ドご利用代金明細印刷画面｜ご利用状況の確認|ジヤ…
、●

ン1/4ぺ一力一

徽溌鳥騨。

カードご利用代金明細

⑬， .6 ’

カード名：

カード番号：

お客様番号 ※お客様の個人情報保護の為、 「お客様番号」はカード会員番号と異なる番号を

使用しております。

全融機関名

支店名

科目・口座番号

佐野 様口座名義

作成日:2020/5/122020年5月度のご利用代金明細

2020年5月27日 ｜

（水）

1

26'07｡" ｜
I

I134点

I
. 毎F■曲■－b－胡－－－部

ボーナス払の今回鰯1回・2回・分割・ボーナス払の今回

お壹払金額小計

鶏リボルビング払の今回お支払金額小計

※ご指定口座へは金融機関の前営業日5

月26日(火)迄にご用意願います。

※当社と本明細記載以外のご契約があ

り、かつ、ご指定口座が同一の場合

は、合算した金額にてご請求させて頂

きます。

識Jデボの置案内

＊コデポのご案内

本明細書発行日現在、標記カードにコデポとして

￥851が残っております。

標記カードにてショッピングのご利用を頂いた場合、

ご利用額よりコデポ分を値引きしてのご謂求となります。
1

1

2020/06/02mps://wwwjaccs.cojp/Service
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ご利用代金明細

※リボルビング払の明細は新規ご利用分のみ表示しております。

※リボルビング払の今向詰討i全額は「リボルビング払のお麹､内訳」

・鵜……鱈‘耗爵鑿譜
霧。 譽輻 。 （円）青現地通貨額 円換算レート＝

数

をご覧ください。

蕊…
額 残高
（円） （円）

》澪⑧

ポ
イ
ン
ト

賀目

＜←…，

明細>＞

ご利用代金明細函

諸ﾗ手数料

１率

本
人
本
人

閉 配

2…1ドコモこ矛1鹿料金・4月分 0＃1 19，略7 0 19,略7

蕊画・2回･分割･ポｰプ弓ｽ払吟回華

払今短l唱十

･ﾘボﾙピﾝ麹吟回…l計

鱗番鰯お支払金額

ZqO70

O

26"O

リボルビング払のご登録内容

ショッピング

ごi… 壷

ご返済コース 残高スラ引

ボーナス加頚

ポｰﾅ麺'喧鍔目

(詞

…

リボルビング払のお古払内訳

キャツシング

売雫目百

残高スライド

前回…佃）

：…(円）

今回ご利用毒(円）

8…(円）

今回…鎧月(円)迩

内元本(円）

内手数料・利

息(円）

内賭詞用(円）

＝ﾉ挫雲

実質年率 実質年率
手数料･謂厚

％ ％

ノ

※卜記i-f晉録内容は、ご利用代金明細作成時点の

内容を表示じております。

2020/06/02https:/wwwjaccs.cojp/Service



（ 1／ 1ページ)d6como日頃、 ドコモのサービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

画

株式会社NTTドコモ
〒1016150

東京都千代田区永田町2-11-1

下記、ご利用料金を口座振替により領収いたしました。
ThefoI IowingamountwaBtransferredfromyour日ccount．

本書は電子文書です。
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日頃、ドコモのサービスをご利用いただきまして賊にありがとうございます。 （ 1／ 4ページ)dacomo

＊＊＊ユニバーサルサービス料について＊申車

ユニバーサルサービス料は、あまねく日本全国においてユニバーサルサービス（NTT東西の加入電騒等）の提供を確保するためにご負担いただく料金です。
なお、社団法人睡気通信事業者協会から1番号当たりの愛用（番号単価）が公表されています。

‘ ． ミ内訳項目…金額"〔円）
可

RREAKDOWN11

1

‐BY4CATE60RY‘α印、P

可 司

『

Ｆ

ｆ

奇

口

申

局
、
己
■
々
グ
ロ
ー

，
・
伯
、
画

↑

》

“

ゞ
内
‐

令
凸
守

》
》
・
刃
。

.f 毎 ‘，角ざ 鼻､ 陰dムダ ｡ ， ､ ｡ ‐ｸﾉ』畠
邑Ⅱ ■

= L 全角 ﾏ q

罫

４
余

１
Ｌ
Ｐ〃

「
■
』
Ｍ「

_ :趣: ､X内訣義
心 ｡

(､日AILS OF‘BR
L

紬f, ‘､ ‘． ｰ→雫：
Am0Ⅷ） 』
ヅ キ

， 、‘ ‘ 、 … ．' 鷺ド －． ,ミツ， 、 ‘
上 司

､ FP P

形 P 3

F 国 -輯 ﾜ

税区分
画 ▲ 屯

(T“‐
､ I

【合計請求額の請求内訳】 詳細は電話番号毎内訳をご覧ください。

◇基本使用料等（計）
4.853 4,853 基本使用料 合算

◇通龍料・通信料（計）
252 252 FOMA・SMS通信料 合算

◇パケット定額料等（計）
9.147 30500 パケット定額料（シェア） 合算

~600 パケット定額料（シェアずっとドコモ割） 合算

1,m0 スピードモード／1G日追加オプション利用料 合算

500 シェアオプション定額料 合算

8,348 宗箱彌信料 合算

-953 定額プラン（無料通信分）適用額 合算

丑,648 定額データ割 合算

0 パック宏類通信料 合算

◇その他ご利用料金等（計）
402 20400 付加機能使用料等 合算

0 ドコモWi－Fi利用料 合算

－1，9判 月々サポート適用額 内税

6 ユニバーサルサービス料 合算

-60 eピリング割引料 合算

◇端末等代金分割壷礼金
2.754 2,754 端末等代金分割支払金 非対象等

◇消費税等相当額（計〕
1.659 1,659 消受税等相当類（合計） 合算表示の料金合計x1o％

◇合計
19.067 19,067 合計 (3回線請求分）



日国一 ドコモのサービスをご利用いただきまして賊にありがとうございます。 （ 2／ 4ページ)d6como
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■■■■■■ I ご利用期間（3／1～3／3．

■ I■■■■■■■ I
◇3 本使用料等 計）

2.200 2,200 カケホーダイプラン〈ケータイ） 合算

◇通話料・通悟料（計）
252

252 FOMA・SMS通信料 3月ご利用分 合算

◇パケット定額料等（計）
3.900 3,500 データsパック（小容量）定額料 合算

-600 ずっとドコモ割プラス（料金割引） 合算

1,000 スピードモード／1GB追加オプション利用料 ！ 胡禍分は1回分です。 合算

0 (参考）当月ご利用データ量（シエアグループ合計） 3． 1G(通恒速度制限含む） 合算

0 (参考）当月ご利用データ量 0． 1G（通信凍庵制限含む） 合算

◇その他ご利用料金等（計）
862

300 iモード利用料 合算

200 キャッチホン利用料
f , 合算

※ 380 ケータイ補償サービス利用料（BBO） 合算

2 ユニバーサルサービス料／基本 1番号あたり2円のご扇求となります 合算

-20 eピリング割引料 3月請求分 合算

◇消受税等相当額（計）
721

721 消受税等相当額（合計） 合算表示の料金合計×10％

◇合計
7.935 7,935 合計

＜NTTドコモからのお知らせ＞ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

O継続利用期間は、 3月末で ■■■■■■■■■■■■■■

Oカケホーダイ／ライトプランご契約期間は3月末で I■■■■■■■■■■

○ポイントのお知らせ

3月ご利用分に対する護得ポインfは、 ■■■■■■■■■■■
(ポイント進呈の対象になるご利用金額は、 ﾛ■■■■■■ ■■■■■■■

※その他の獲得ポイントはWEBをご確浬ください。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Oステージのお知らせ

3月末のステージは、 ■■■■■■■■■■■
※その他のステージ情報はWEBをご確盟ください。 ■■■■■■■■■■■■■
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▲r■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ご利用期間（3／ ～3／31）

■■■■■■■■■
◇基本使用料等（計）

953
1,905 基本使用料（定額データプランS一バリュー） パケット料g53円含む。

-952 定額データスタンダード割
合算

◇パケット定顕料等（計）
4.747

8,348 ま菊彌信料（定顎データプランS一バリュー） 1億パケット以上 合算

-953 定額データプランS (無料通信分）適用額
合算

丑,648 定額データスタンダード割
合算

１

◇その他ご利用料金等（計）
482

500 moperaUスタンダードプラン利用料
合算

2 ユニバーサルサービス料／基本 1番号あたり2円のご請求となります 合算

-20 eピリング割引料 3月請求分 合算

◇消畳税等相当額（計）
618

618 消費税等相当額（合計） 合算表示の料金合計x1o％

◇合計
6.800

6,800 合計

＜NTTドコモからのお知らせ＞

O継続利用期間は、 3月末で

O定額データS割のご契約期間は3月末で

0ポイントのお知らせ

3月ご利用分に対する室得ポイントは、

(ポイント進呈の対象になるご利用金額は、

※その他の獲得ポイントはWEBをご確囲ください。

■■■■■■■■■■■■

ﾛ■■■■■■■■■
’
一
－

■■■■■■■■■■■■■■
I■■■■■■■■■■■■

○ステージのお知らせ

3月末のステージは、

‘※その他のステージ情報はWEBをご確盟ください。

！

■■■■■■■■■■■
■■■■■■■

■■■■■■
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■ ﾛ■■■■■■ ’ ご利用期間（3／1～3／31）

■ ■■■■■■ I
◇基本使用料等（計）

｡ 1.700 1,700 データプラン（スマホ／タブ） iPad 合算

◇パケット定額料等（計）
500 500 Xiシェアオプション定額料 合算

0 (参考）当月ご利用データ量 3. 1.G(通信速度制限含む） 合算

◇その他ご利用料金等（計）
-942 300 spモード利用料 合算

200 あんしんセキュリティ利用料 合算

500 ケータイ補償iPhone＆iPad5OO 合算

400 あんしん遠隔サポート利用料 合算

－380 あんしんパックモバイル割引 合算

300 ドコモWi-Fi利用料(spモード） 合算

－300 キャンペーン割引料（ドコモWi-FI) 合算

-1,例4 月々サポート適用額 本回線は1o回目の適用（全24回） 内税

2 ユニバーサルサービス料／基本 1番号あたり2円のご請求となります 合算

－20
1 eピリング割引料 3月請求分 合算

◇端末等代金分割支払金
2.754 ※ 2,754 端末等代金分割支払金 10回目のご請求です。 （全24回） 非対象等

ご請求は2021年6月請求迄で、分割支払金残額は 38， 556円です。

◇消費税等相当額（計）
320

320 消費税等相当額（合計） 合算表示の料金合計x1o％

◇合計
4.332 4,332 合計

<･NTTドコモからのお知らせ＞

○継続利用期間は、 3月末で

－

ﾛ■■■■■■■
ヨ一

■■■■■■■■

○データプランのご契約期間は3月末で ■■■■■■■■
○ポイントのお知らせ

■■■■■■■■■■■■■■■■■

3月ご利用分に対する獲得ポイントは、 ■■■■■■■
(ポイント進呈の対象になるご利用金額は、 ■■■■■■
※その他の獲得ポイントはWEBをご確記ください。

■■■■■■■■■■■■■■■■l■■

○ステージのお知らせ

3月末のステージは、 ﾛ■■■■■
,※その他のステージ情報はWEBをご確魂ください。 ■■■■■

■■■■■■■■■■■I■■■
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特定非営利活動法人障害者活動支援団体げんきむら定款

第1章総則

(名称）

第1条この法人は、特定非営利活動法人障害者活動支援団体げんきむらという。

（事務所）

第2条この法人は、主たる事務所を静岡県藤枝市南新屋204番地の4に置く。一

第2章目的及び事業

(目的）

第3条この法人は、障害者に対して社会活動の支援に関する事業を行い、障害があるな

しに拘わらず、市民として協働出来る福祉社会の実現に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類）

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法（以下「法」

という｡） 第2条別表のうち、次に掲げる活動を行う。

（1） 保健《医療又は福祉の増進を図る活動

（2） 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助

の活動

(事業）

第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（1） 特定非営利活動に係る事業

①障害福祉サービスを行う事業

②障害者の社会活動の支援事業

③その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章会員

(種別）

第6条この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。

（1） 正会員

この法人の目的に賛同して入会した個人及び法人等

（2） 賛助会員

この法人の目的に賛同して、財政的援助ができる個人及び法人等

(入会）

第7条正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。



（1）総会に出席すること。

（2）入会金及び年会費を納入すること。

2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込害により、理事

長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認

めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもっ

て本人又は法人等にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費）

第8条正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失）

第9条正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

（1）退会届の提出をしたとき。

（2）本人が死亡し、又は正会員である法人等が消滅したとき。

（3）正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき。

（4）除名されたとき。

(退会）

第10条正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することがで

きる。

(除名）

第11条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名

することができる。

（1）法令及びこの定款等に違反したとき。

（2） この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決の前に、

弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還）

第12条既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

q■

凸

第4章 役員及び職員

(役員の種別及び定数）

第13条この法人に、次の役員を置く。

（1） 理事長 1人

（2）副理事長 1人

（3）理事（理事長及び副理事長を含む｡） 3人以上

（4）監事2人

(役員の選任等）

第14条理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は､理事の互選により定める｡



3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が

1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の

総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない｡

(役員の職務）

第15条理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。

2 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務

を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の

業務の執行を決定する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

（2） この法人の財産の状況を監査すること。

（3） 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令

若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、 これを総会又は所

轄庁に報告すること。

（4）前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること

（5）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若し

くは理事会の招集を請求すること。

(役員の任期等）

第16条役員の任期は、 2年とする。ただし、役員は、再任されることができる。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、第1項で

定めている任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。

4 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、そ

の職務を行わなければならない。

(役員の欠員補充）

第17条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれ

を補充しなければならない。

(役員の解任）

第18条役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員を解任

することができる。

（1）職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

（2）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の議決の前

に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬等）

第19条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。



h

役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

2

3

(職員）

第20条

2

この法人に、事務局長その他の職員を置く。

職員は、理事長が任免する。

第5章総会

(総会の種別）

第21条この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成）

第22条総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能）

第23条総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。

（1）定款の変更

（2）解散

（3）合併

（4）事業計画及び活動予算の決定

（5）事業報告及び活動決算

（6）役員の選任又は解任、職務及び報酬

（7）入会金及び会費の額

（8）借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。 ）

義務の負担及び権利の放棄

（9）事務局の組織及び運営

(10)その他この法人の運営に関する重要事項

(総会の開催）

第24条通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（1）理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

ｰ

その他新たな

（2） 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した害面により招集の請

求があったとき。

（3）第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(総会の招集）

第25条総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日

から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を示した香面により、

少なくとも5日前までに通知しなければならない。
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(総会の議長）

第26条総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数）

第27条総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決）

第28条総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の表決権等）

第29条各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができ

る。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会

に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わるこ

とができない。

(総会の議事録）

第30条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1） 日時及び場所

（2）正会員総数及び出席者数

（3）審議事項

（4）議事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長のほか、会議に出席した正会員のうちから、当該会議において選任

された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第6章理事会

(理事会の構成） ‘

第31条理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能）

第32条理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

（1）総会に付議すべき事項

（2）総会の決議した事項の執行に関する事項

（3）事業計画の変更及び活動予算の変更

（4）その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の開催）

第33条理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。



（1）理事長が必要と認めたとき。

（2）理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求

があったとき。

（3）第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招集）

第34条理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14

日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を示した書面により、

少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長）

第35条理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の決議）

第36条理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項と

する。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し､可否同数のときは議長の決すると

ころによる。

(理事会の表決権）

第37条各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に

出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は，その議事の議決に加わるこ

とができない。

(理事会の議事録）

第38条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1） 日時及び場所

（2） 理事総数、出席者数及び出席者氏名

（3） 審議事項

（4） 議事の経過の概要及び議決の結果

（5） 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会議において選任さ

れた議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第7章賓産及び会計

(資産の構成）

第39条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。



（1） 設立当初の財産目録に記載された財産

（2） 入会金

（3） 会費

（4） 寄付金品

（5） 資産から生ずる収益

（6） 事業に伴う収益

（7） その他の収益

(資産の区分）

第40条この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理）

第41条この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に

定める。

(会計の原則）

第42条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。

(会計の区分）

第43条この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業計画及び活動予算）

第44条この法人の事業計画及び活動予算は、理事長が作成し、総会において議決を経なけれ

ばならない。

(暫定予算）

第45条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長

は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収益費用を講

じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用）

第46条予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

（予算の追加及び更正）

第47条予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追

加又は更正をすることができる。

（事業報告及び決算）

第48条この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類

は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を経て、総会におい

て、議決を経なければならない。

2 会計の決算上、余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分

配してはならない。

（事業年度）

第49条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる．



、

第8章定款の変更、解散及び合併

(定款の変更）

第50条この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の4分の3以上

の多数の議決を経、かつ、法第25条第3項に既定する以下の事項を変更する場合、

所轄庁の認証を得なければならない｡

（1） 目的

（2）名称

（3）その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

（4）主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁変更を伴うものに限る）

（5）社員の得喪に関する事項

（6）役員に関する事項（役員の定数に関する事項を除く）

（7）会議に関する事項

（8）その他の事業を行う場合における、その種類、その他当該その他の事業に関する事項

（9）解散に関する事項（残余財産の帰属すべき事項に限る）

(10)定款の変更に関する事項

(解散）

第51条この法人は、次に掲げる事由により解散する。

（1） 総会の決議

（2） 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

（3） 正会員の欠亡

（4） 合併 ‘

（5） 破産

（6） 所轄庁による設立の認証の取消し ‐

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承

認を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

4 この法人が解散したときは、理事が精算人となる。

(残余財産の帰属）

第52条この法人が解散（合併又は破産による解散を除く。 ）したときに残存する財産は、法

第11条第3項に掲げる者のうち、解散の時点における総会において議決された者に

譲渡するものとする。

(合併）

第53条この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決

を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

ﾜ

槌

第9章公告の方法

第54条この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。



第10章雑則

第55条この定款の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則

1 この定款は､この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額

とする。但し任意団体げんきむらに入会し、既に平成14年度分の会費を納入した者

は会費を免除する。

（1） 入会金 1. 000円

（2） 会費 1． 000円

3 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙

役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人

の成立の日から平成16年5月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立

総会の定めるところによる。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、この法人の成立の

日から平成15年3月31日までとする。

附則

この定款の変更は、平成18年9月1日より施行する。

附則

この定款の変更は、平成19年3月1日より施行する。

附則

この定款の変更は、平成25年12月27日より施行する。

＝

b



(別紙）

設立時役員名簿

役職名 氏 名

理事長 金刺伸衛

副理事長 鈴木裕子

理 事 瀬尾祥子

理 事 駒澤徳紀

理 事 杉村一男

理 事 高橋徹生

理 事 多々良萬里子

理‘ 事 提坂昭二

監 事 太田宏道

監 事 小林由美子



様式第1－1号

侭金項目 サーチキー
支出証拠書

｢7m司一E｢万1~Z1
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ③ 経理担当者

経費項目 調劃形讃･研修費･圃就報費要謙儲漉擴･会議･資粥H賊費･資粥購入費･韓･事諏漬･人件費

内 容 事務所電話通話料（令和2年5月請求分）

年月 日 令和2年5月28 日～令
ﾛ

和年 月 日 金額 3,175円

目的

使途

政務活動

県政との

関連性
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通帳記載欄に“ガス”と表示している説明は令和2年4月証拠書（整理番号’0 ）参

A

I

I
凸

①

ロ

凸

・

“

Ｇ

ｉ

ｌ

ｏ

■

７

７

Ⅱ

。
■
Ⅱ
ｑ
ｊ
４
４
６
■
ｆ
』
』

Ｂ
８
ｑ
９
Ｌ
守
勺
．
■
９
・

’
１
１
１
‐
や
涌
ｌ
炉
０
狽
臥
ｂ

ヂ

。
■
’
》

。
〃
吟
●

誤

Ｄ
９
Ｊ
ｐ
ｂ

さ
？

■
恥
・
■
０

令
伊
ロ
ー

ｐ
・
日

１
■
Ｂ
串
叱
Ｊ
日

。
■
ｆ
『
０

叩
、
一
罰
。

Ｐ

」

■

Ⅱ

鳥
●

■
も

！
■
ロ

守
山
Ｂ
℃
毎

，
心
■
Ｌ
甲

１
８
ｑ
■

ｌ
』

ず
■
４
“
凸

０

０

■

■

Ｉ
ｑ
ｌ
Ｖ
。

Ｄ
『

2-05-28： ； ;ガス 6，350
D
I

D

０
１
０
■
■
も
■
ワ
町
。
。
寺
●
砧
０
凸
ｏ
１
ａ

ｂ
《

凸
。
ｐ
ｑ
ｐ
Ｄ
ｐ
画
△
ロ
■
８
Ⅱ
■
■
。
。
■
。
ｆ
■
■
●
Ｊ
ｆ

。
戒
帆
湘
『
＄
。
乳
峠
許
Ⅷ
ｖ
岬
］

●
Ｉ
ｆ
Ｌ
１
日
凸
。
■
●
Ｊ
上
国
Ｆ
１
■
“
●
。

”
蕊
１
１
ツ
、
略
湾
Ｉ
い
弐
・
●
ｅ
叩
■
■
Ｕ
ｄ
ｌ
ｃ
Ｇ
■

日
日
凸
■
Ｉ
５
Ｉ

０
Ｆ
Ｉ
ｅ
■
０
Ⅱ
．
０
，
■
“

叩
■
“
ロ
。
９
■
．
ｑ
Ｉ
■
企
１
■
■
ロ
凸
。
■
ｒ
●
０

月
嘘
．
－
１
、
Ｌ
心
》
１
．
●
◆
‐
！
．

』
．
・
幽
叩
・
１
，
吋
叩
ｑ
一
醜
弔
い
沢
。
ｆ
一

藩
肝
魂
一
膏
イ
刊

わ

■

■

や

、

Ｔ
Ｈ
１
Ｂ
■

､~
L･

屯
も

ｌ
５
ｑ
Ｊ
■

■
“
Ｐ
ｌ

Ｆ
０
ｂ
Ｌ

Ｌ
Ｐ
■
Ｉ

■

Ｌ

０

口

爺
０
９
０
８
』

●
ｇ
ｌ
Ｄ
Ｊ

3

２
０
１
』

。
●
Ｂ
－
ｆ
。
。

『
叩
ｆ
尋
軸
、
弾
み
。
Ｄ
叩
ｆ
》
・
伽
覗
〃
ご
・
や
昭
“
が

ａ
０
Ｄ
Ｌ
０
ｏ
Ｄ
１
。
．
ｌ
０
ｂ
ｆ
８
ｆ
’
’
１
．
‐
ｏ
ｌ
０
ｑ

按分の理由

政務活動と後

で使用のため

援会活動

領収書金額(a)

6,350円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

3,175円
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御中

メディアプラザ

TEL O120-696-942 FAXO55-922-5694

菫
昌

華
碩 求

お引落し元郵便局

引落日が金融機関の休日の場合、翌営業日に引落しを行います。

お客様コード ご請求日 ご請求金額（税込）

2020年05月28日 6,350

内訳 数量 金額(税込） ご利用期間

ひかりdeネットベーシック（マンションF 1 4,547 2020/05/01～2020/05/31
継続割引 1 -330 2020/05/01～2020/05/31
やくそく割引(F4) 1 -367 2020/05/01～2020/05/31
ひかりdeトーク(S) 1 2,500 2020/04/01～2020/04/30

以下余白



様式第1－1号

＝

使途項目 サーチキー
支出証拠書

一[万｢5m
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

決
裁 会派代表者 経理責任者 ② 経理担当者 ■■

経費項目 誌研蹟･研修費‘広聴蝿費･薪鞠靜鬮債･会議･資料ｲ愉墳･資'糖入費･事務費･事翻漬･人霞

内 容 事務員雇用
Ｉ

年月 日 令和2年5月29日～令和年月 日 金額 32,300円

目的
政務活動を補助する職員を雇用 一

使途
5月分給与

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

』

F

M

給与支払明細書

令和2年5 月分

氏名■■■■■■

給 与

通勤手当

日数9日

￥350/日

支給額合計

控 除 額

所得税 雇 用

保険料

控除額

ヘ ニL
ロ ロI

差引支給額

円

29,150 3,150

円

32，300

円 円 円

0

円

32,300

円

受領印

受領日 5月29日

按分の理由

全て畷活動にかかる

ものである

|’ 領収書金額(a) 安分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

32,300円



会派様式第5号

雇用実績表

＊証明は､雇用主が署名して押印する。

5 月分 氏 名 ■■■■■■

日 曜日
雇用

時間数
うち政務活動費
業務時間数

政務活動業務内容

1 金 2 2 月初打ち合わせ当月案内文書確認スケジュール調

2 土 2 2 前期各種提出書類保存処理

3 日

4 月

5 火

6 水

7 木

8 金 2.5 2.5 前期各種提出書類保存処理

9 土

10 日

11 月

12 火 3 3 県政資料発送準備

13 水

14 木

15 金 3.5 3.5 県政資料発送作業

16 土

17 日

18 月

19 火 2 2 当月案内文書確認､スケジュール確認

20 水

21 木

22 金 3.5 3.5 情報収集(NPO法人ほか）

23 土

24 日

25 月

26 火 4 4 県政資料整理､ファイリング ､

27 水

28 木

29 金 4 4 次月スケジュール確認

30 土

31 日

計 (A) 26.5 (B) 26.5

上記のとおり雇用したことを証明する。 令和2 年5月29日
会派･議員名ふじの<に県民クラブ佐野愛子蕊

{政務活動費充当計算}･･･①又は②の算式を用いて､政務活動費充当を算出する。
①(B){ 26 時間30 分}×単価{ 1,100 円}= 29,150円
②総支給額｛ 円}×(B) /(A) 円



様式第1－1号

ゼ超金項目 サーチキー
支出証拠

｢7TF｢夏1－｢51~5rn
書

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

鑿理番号 ざ一β

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者

経費項目 調剖罐･研修費･蝿広報費・要識標濡婚･会議費･資料作成費･資'糖入費･事務費･詞翔漬･人鱈

内 容 事務員雇用

年月 日 令和2年5月29日～令和年月 日 金額 32,100円

目的
政務活動を補助する職員を雇用

使途
5月分給与

政務活動

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞
ｊ
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Ｉ

給与支払明細書

令和2年5 月分

氏名一

凸

給与 通勤手当

日数10日

￥350／日

支給額合計

控 除 額

所得税 雇 用

保険料

控除額

合 計

差引支給額

円

28,600

円

3，500

円

32,100

円 円

0

円

32,100

円

受領印

受領日 5月29日

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

32,100円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

32,100円



会派様式第5号

雇用実績表

日 曜日
雇 用

時間数
うち政務活動費
業務時間数

政務活動業務内容

1 金

2 土

3 日

4 月

5 火

6 水

7 木 2 2 月初めスケジュール確認

8 金

9 土

10 日

11 月 3 3 情報収集

12 火

13 水 3 3 各種案内文書の確認と返信
14 木 ・ 3．5 3.5 資料ファイリング

15 金

16 土

17 日

18 月 3 3 県政報告資料準備

19 火

20 水 2.5 2．5 県政報告資料準備

21 木 2 2 書類整理･ファイリング

22 金

23 土

24 日

25 月 2 2 資料集め

26 火

27 水 2.5 2.5 古い資料の整理

28 木 2.5 2.5 次月予定確認

29 金

30 土

31 日
二
二
口 ＋ 26 26 、

上記のとおり雇用したことを証明する。 令和2年5月29日
ふじの〈に県民クラブ佐野愛子鱒

{政務活動費充当計算}・・・①又は②の算式を用いて､政務活動費充当分を算出する。

①(B){ 26時間00分}×単価{ 1,100円}=28,600円
②総支給額｛ 円}×(B) /(A) = 円



様式第1－1号

侭金項目 サーチキー
支出証拠書

叩]一回万m
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。 ．

整理番号

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ③ 経理担当者

経費項目 諦闇形蹟.研修費.広聴嘩蹟.霜謝靜鬮漬.会議.資料作鑪.資繩静貴.事務費.弱翔潰･人霞

内 容 事務員雇用

年月 日 令和2年5月29日～令和年月 日 金額 28,800円

目的
政務活動を補助する職員を雇用

使途
5月分給与

政務活動．

県政との

関連性

く <箭目uV奎日rLnFTX当昌沙

給与支払明細書

令和2年5月分

氏名一

給 与 通勤手当 支給額合計

控 除 額

所得税 雇 用

保険料

控除額

合計

差引支給額

円

28,800

円 円

28,800

円 円

0

円

28,800

円

受領印

受領日 5月29日

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

28,800円

q 安分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

28,800 円



会派様式第5号

雇用実績表

5 月分 氏 名 ■■■■■■

日 曜日
雇 用

時間数
うち政務活動費
業務時間数

政務活動業務内容

1 金 4 4 月初打ち合わせ､スケジュール確認

2 土

3 日

4 月

5 火

6 水

7 木

8 金 4 4 当月情報収集､案内文書整理スケジュール調整
9 土

10 日

11 月 3 3 当月情報整理ﾌァイリング

12 火

13 水 3 3 県政資料発送準備､発送作業

14 木

15 金 3 3 県政資料発送準備､発送作業

16 土

17 日

18 月 3 3 案内文書整理､スケジュール調整

19‐ 火

20 水

21 木 3 3 県政資料ﾌァイリング

22 金

23 土

24 日

25 月 3 3 次月情報収集(情報誌､新聞）

26 火

27 水 3 、 3 次月情報収集(新聞）

28 木

29 金 3 3 当月各文書整理ファイリング

30 土

31 日

計 (A) 32 (B) 32

上記のとおり雇用したことを証明する。 令和2年5月 29日
会派･議員名ふじの<に県民クラブ佐野愛子鱒

l政務沽動責充当計算1...①又は②の算式を用いて､政務活動費充当分を算出する。
①(B){ 32時間00分}×単価{ 900 円}=28,800円
②総支給額｛ 円}×(B) /(A) 円



様式第1－4号

使途項目 サーチキー
支出証拠書（自動詞然料代）

｢ﾗm－｢UTU~｢Z1

【 5 月分】 (会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・佐野愛子）

…

｡'’又 』‐

按分の理

全て政務

である。

※按分に按分に

由

活動にかかるもの

政務活動費支出額(a×b)

10,062円]0％

よる支出がある場合は、 領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に記入す
ること。

整理番号 ざ－芯

決
裁 会派代表者 職 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

区分 前回給油(領収書貼付分) A 今回(直近の)給油B 総走行踞雑C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

(経費項目別充当額）

経費項目

事務費

⑳単価による充当方式 ：単価（円） ×走行頤f (km)

※領収書による充当方式

｡積上げ方式 ：領収書金額（円） ×走行"i (1(,'1)/総走行距離（上記C) (km)

･充当限度割合による按分：領収書金額（円） ×充当限度割合

走行畷i(km) 積算方法※ 充当額（円）

559 18 円× 559 km/ km 10,062

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した)ことを証明します。 議員氏名佐野愛 鶴



(蛸）2020年度

10,062

･月 日 内 容 程行 走行距離(1皿）

5.1 議会準備事務 自宅-政務事務所 18

、 4 平和市民活動視察商店街視察 自宅一白子茶町 26

9 事務打ち合わせ 自宅一青木 18

10 お茶視察 自宅一金谷 29

11 FM県政報告収録 自宅一島田

q

37

12 家庭教育サポート意見交換 自宅一焼津 28

14 事務整理 自宅一青木等 20

15 新規教員講話 自宅一静岡会館 57

18 議案説明 自宅一県庁 57

21 学校訪問大洲等 自宅一青島、大 36

23 茶工場視察 自宅一朝比奈 29

25 会派研修会 自宅一県庁 57

26 FM県政報告収録 自宅一島田 35

27 心愛視察 自宅一青島 28

28 島田土木レク、心愛視察 自宅一六合 33

29 市議会議員意見交換 自宅一青木、駅前 26

31 瀬戸川視察 自宅一茶町等 25

合 計 559



様式第1－1号

閨 ］会派代表者 経理責任者 経理担当者

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢W司一｢ﾜ~｢5~｢Z1
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当楠に

記入すること。

整理番号 ざ‐/6

③

経費項目 調劃形蹟･研修費･1輔広報費・雰識懐漉鑛･会議･資粥H愉墳･綱費･事務費･事諦漬･人件費

内 容 静岡・朝日新聞購読料

年月 日 令和2年5月31日～令和年 月 日 金額 7,337円

目的
多白-カ回におけ'O'|育璃更乢X畠栗

，

「~正一哀司
1史錘

’
一

政務活動

県政との

関連性

● 政務活動において、広い分野の情報を得るための手段として活用する

く領収書貼付枠＞
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朝日新聞※
１
１

3,300＊

4,037＊
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¥7,337＊
8％対象7，337円I
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按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

7,337円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

7,337円


